
施行年の決算 宮武　剛

介
護
保
険
の
明
日
を
考
え
る

．．

論
説

　
２
０
１
８
年
度
の
﹁
介
護
保

険
事
業
状
況
報
告
﹂
が
公
表
さ

れ
た

施
行
時
の
２
０
０
０
年

度
と
の
統
計
比
較
が
出
来
る


　

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

者
は
１
・
６
倍
の
３
５
２
５
万

人

要
介
護
者
︵
要
支
援
を
含

む

以
下
も
同
じ
︶
は
２
・
６

倍
の
６
５
８
万
人

そ
の
９
割

近
く
は

歳
以
上
で
あ
る

ま

た

要
介
護
２
ま
で
の
軽
度
者

が
ほ
ぼ
３
倍
増
に
比
べ

要
介

護
３
以
上
は
２
倍
強
の
増
加
に

と
ど
ま
る

認
定
率
︵
１
号
に

占
め
る
要
介
護
者
の
割
合
︶は


施
行
時
の

・
０
％
か
ら

・

３
％
へ

県
別
で
は
和
歌
山


大
阪

島
根

愛
媛

京
都
等

が

％
を
超
え
る
逆
に
埼
玉


茨
城

栃
木

山
梨

千
葉
等

は

％
台
で


西
高
東
低


の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い


　
今
後
の
後
期
高
齢
者
の
増
加

は

そ
の
ま
ま
要
介
護
者
の
急

増
に
直
結
す
る

認
定
は
市
町

村
の
権
限
だ
が

そ
の
基
準
や

判
断
に
関
し
説
明
責
任
を
徹
底

す
べ
き
だ


　
サ

ビ
ス
利
用
者
は
３
倍
の

５
５
４
万
人
に
増
え
た

内
訳

は
在
宅
サ

ビ
ス
が
３
・
７
倍

の
４
６
０
万
人
︵
地
域
密
着
型

を
含
む
月
平
均
︶

施
設
サ


ビ
ス
は
１
・
６
倍
の

万
人
に

と
ど
ま
る


　
施
行
時
の
在
宅
２
対
施
設
１

の
比
率
か
ら
５
対
１
へ
激
変
し

た

こ
の
﹁
在
宅
重
視
﹂
の
方

針
は
経
費
面
で
も
現
実
的
だ


た
が

重
度
者
も
在
宅
で
引
き

受
け
ら
れ
る
ど
う
か

そ
の
意

味
で

医
療
ニ

ズ
に
も
対
処

で
き
る
﹁
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
﹂
﹁
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
﹂

が
よ
う
や
く
増
加
傾
向
に
あ
る

の
は
望
ま
し
い


　
利
用
者
は

現
状
投
影
で


年
度
に
は
推
計
６
０
２
万
人



年
で
７
４
３
万
人
に
膨
ら
む

︵
内
閣
官
房
等
の
﹁

年
を
見

据
え
た
社
会
保
障
の
将
来
見
通

し
﹂
︶

こ
れ
ほ
ど
ニ

ズ
が

一
貫
し
て
高
ま
る
サ

ビ
ス
分

野
は﹁
介
護
﹂だ
け
で
あ
ろ
う


　

年
度
で
５
０
０
万
人
規
模

と
概
算
さ
れ
る
人
材
確
保
が
最

大
の
課
題
に
な
る

介
護
職
は

極
度
の
不
足
状
態
だ
が

コ
ロ

ナ
禍
で
再
編
必
至
の
業
種
・
業

界
か
ら
転
職
も
散
見
さ
れ
る


こ
の
動
向
を
加
速
す
る
た
め
に

も
介
護
報
酬
を
軸
に
待
遇
の
向

上
が
切
望
さ
れ
る


　
総
費
用
は
施
行
時
の
３
・
６

兆
円
か
ら

・
１
兆
円
に
膨
張

し
た

た
だ
し


年
度
は
１

６
５
８
億
円
の
過
去
２
番
目
の

黒
字
額
だ

た

主
因
は

収

入
面
で
被
保
険
者
の
増
加

支

出
面
で
は
給
付
費
の
伸
び
が
低

か

た
こ
と


　
﹁
訪
問
介
護
﹂
と
﹁
通
所
介

護
﹂
の
予
防
給
付
を
保
険
制
度

か
ら
外
し


年
度
に
は
全
面

的
に
市
町
村
の﹁
新
総
合
事
業
﹂

へ
切
り
替
え
た

サ

ビ
ス
提

供
は
既
存
の
事
業
者

各
種
団

体
等
が
混
在
し

報
酬
は
抑
え

ら
れ

地
域
差
が
目
立
ち

利

用
者
も
少
な
か

た


　
給
付
費
を
絞
り
込
む
狙
い
は

当
た

た
が

サ

ビ
ス
の
内

容
や
報
酬
に
利
用
者
側
に
も
提

供
者
側
に
も
不
満
は
根
強
い


　
こ
の
﹁
地
域
包
括
ケ
ア
﹂
体

制
の
構
築
に
は
ほ
ど
遠
い
現
状

が
最
難
問
で
残

た
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紙
論
説
委
員
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た
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・
ご
う
　
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
福
祉

フ


ラ
ム
・
ジ

パ
ン
副
会
長

学
校

法
人
・
社
会
医
学
技
術
学
院
理
事
長


